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次の議案別紙のとおり提出します。

令和�年�月��日

島根県知事 丸 山 達 也

第��号議案 貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正す

る条例 �

第��号議案 特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に

関する条例の一部を改正する条例 	

第��号議案 島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 


…………………………………………………………

…………………………

………



第��号議案

貸付金の返還債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

貸付金の返還債務の免除に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）の一部を

次のように改正する。

第�条中「専修学校進学者特別支援資金その他の」を削る。

第	条の表専修学校進学者特別支援資金の項中「（昭和��年法律第�
号）」を

削り、「島根県の区域内（以下「県内」という。）」を「県内」に、「公益財団

法人島根県育英会（以下この項において「育英会」という。）」を「育英会」に

改め、同項の前に次のように加える。

―�―

大学等奨

学資金

経済的な理由によ

り修学することが

困難であると認め

られる者の修学を

支援するため、学

校教育法（昭和��

年法律第�
号）に

よる大学、大学

院、短期大学（修

業年限	年以上の

認定専攻科を含

む。）、高等専門

学校（第�学年及

び第�学年又は修

業年限	年以上の

認定専攻科に限

育英会から資金（県貸付資金

を原資とするものに限る。）

の貸付けを受けた者（以下こ

の項において「被貸与者」と

いう。）が死亡し、又は心身

に重度の障害を有することと

なり、かつ、被貸与者、その

相続人又は連帯保証人のいず

れもが貸付金を返還すること

が著しく困難であると認めら

れる場合において、育英会が

債務を免除したとき。

債務の全部

又は一部



附 則

この条例は、公布の日から施行する。

―�―

る。）又は専修学

校（専門課程に限

る。）に在学し、

かつ、島根県の区

域内（以下「県

内」という。）に

住所を有したこと

が一定期間ある

者、父母が県内に

住所を有する者そ

の他知事が定める

これらに準ずるも

のに対する資金の

貸付けを行う公益

財団法人島根県育

英会（以下この項

及び次項において

「育英会」とい

う。）に対して貸

し付けた資金（以

下この項において

「県貸付資金」と

いう。）



第��号議案

特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部を

改正する条例

特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例（昭和��年島

根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条の�第�項中「第�	条第
項」を「第�	条第�項」に、「第��条第�

項」を「第��条第
項」に改める。

第�条中「第�	条第
項」を「第�	条第�項」に、「第��条第�項」を「第��

条第
項」に改める。

第条第�項中「第	�条の�第��項」を「第	�条の�第	�項」に、「第�	条第


項」を「第�	条第�項」に、「第��条第�項」を「第��条第
項」に改める。

第�条の�第�項中「令和�年
月��日」を「令和�年
月��日」に、「以後

�年」を「以後
年」に改め、同条第�項中「令和�年
月��日」を「令和�年


月��日」に、「�年」を「
年」に改め、同条第
項中「令和�年
月��日」

を「令和�年
月��日」に、「以後�年」を「以後
年」に改め、同条第�項中

「令和�年
月��日」を「令和�年
月��日」に、「以後�年」を「以後
年」

に改める。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

� この条例による改正後の特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等

に関する条例（次項において「新条例」という。）第�条の�の規定は、同条

に規定する地方活力向上地域内において、同条に規定する法人又は個人が、令

和�年�月�日以後に同条に規定する特別償却設備を新設し、又は増設した場

合について適用し、この条例による改正前の特定地域の振興を促進するための

―�―



県税の課税免除等に関する条例第�条の�に規定する地方活力向上地域内にお

いて、同条に規定する法人又は個人が、同日前に同条に規定する特別償却設備

を新設し、又は増設した場合については、なお従前の例による。

� 令和�年�月�日からこの条例の施行の日の前日までの間に、前項の規定に

より新条例第�条の�の規定の適用を受けるべき要件に該当することとなった

者に係る新条例第��条第�項第�号から第�号までの規定の適用については、

同項第�号中「又は同条第�項の規定により修正申告書を提出する日」とある

のは「若しくは同条第�項の規定により修正申告書を提出する日又は特定地域

の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例

（令和�年島根県条例第 号。以下「令和�年改正条例」という。）の施行の

日の属する月の翌月の末日のいずれか遅い日」と、同項第�号中「当該納期の

末日）」とあるのは「当該納期の末日）又は令和�年改正条例の施行の日の属

する月の翌月の末日のいずれか遅い日」と、同項第�号中「いずれか遅い納期

の末日）」とあるのは「いずれか遅い納期の末日）又は令和�年改正条例の施

行の日の属する月の翌月の末日のいずれか遅い日」とする。

―	―



第��号議案

島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例

島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例（平成�年島根県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条第�号ア中「��	�

円」を「��	�

円」に改め、同号イ中「�	��
円」を

「�	�

円」に改める。

第条第�号中「�円��銭」を「�円��銭」に改め、同条第�号中「���	�



円と�円�銭」を「���	�

円と�円��銭」に改める。

第��条第�号中「���円�銭」を「���円��銭」に、「��
	�

円」を「���	��


円」に改め、同条第�号中「��円�
銭」を「��円��銭」に、「���	
�
円」を

「���	�
�円」に改める。

附 則

（施行期日）

� この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

� この条例による改正後の島根県議会議員及び島根県知事の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日まで

にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

―�―


